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別府⼤学⼤学院⽂学研究科

⽇本語・⽇本⽂学専攻

⼊試問題
解答例鱏鲍鱸出題意図



博⼠前期課程：
•⽇本⽂学（古典⽂学）
•⽇本⽂学（近代⽂学）

•⽇本語学



２
０
２
２
年
度
別
府
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻
入
学
試
験
問
題

問
題
　
次
の
Ａ～

Ｃ
の
中
か
ら
一
つ
を
選
び
、
答
え
よ
。

Ａ（

日
本
文
学
専
攻
・
古
典
文
学）

次
の
作
品
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
歴
史
的
背
景
に
ふ
れ
な
が
ら
文
学
史
的
意
義
を
述
べ
な
さ
い
。

　
①
竹
取
物
語
　
　
②
蜻
蛉
日
記
　
　
③
新
古
今
和
歌
集
　
　
④
宇
治
拾
遺
物
語
　
　
⑤
雨
月
物
語
　
　

Ｂ（

日
本
文
学
専
攻
・
近
代
文
学）

次
の
一
・
二
の
ど
ち
ら
か
を
選
び
、
解
答
せ
よ
。

　
一
　
次
に
挙
げ
る
作
家
か
ら
一
人
を
選
び
、
そ
の
作
家
が
果
た
し
た
文
学
史
上
の
役
割
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
品
名
を
挙
げ
な
が
ら
論
ぜ
よ
。

島
崎
藤
村
　
　
谷
崎
潤
一
郎
　
　
川
端
康
成
　
　
井
伏
鱒
二
　
　
小
林
多
喜
二

　
二
　
次
に
挙
げ
る
文
学
史
用
語
か
ら
一
つ
を
選
び
、
そ
の
用
語
が
表
す
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
家
名
を
挙
げ
な
が
ら
論
ぜ
よ
。

硯
友
社
文
学
　
　
写
実
主
義
　
　
余
裕
派
　
　
白
樺
派
　
　
無
頼
派
　

Ｃ（

日
本
語
学
専
攻）

　
一
　
次
の
中
か
ら
２
つ
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
論
ぜ
よ
。

　

①
已
然
形
　
　
②
国
際
音
声
字
母（

InternationalPhonetic
Alphabet）

　
③
渡
辺
実
　
　
④
フ
ィ
ラ
ー（

filler）

　
⑤
れ
足
す
こ
と
ば

　
二
　
日
本
語
の
表
記
体
系
に
お
け
る「

片
仮
名」

に
つ
い
て
、
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
、
論
ぜ
よ
。
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Ａ
（
日
本
文
学
専
攻
・
古
典
文
学
） 

〈
出
題
意
図
・
解
答
例
〉 

日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
て
『
蜻
蛉
日
記
』
に
関
す
る
専
門
基
礎
的
な
知
識
を
問
う
も
の
で
あ
る
。 

古
典
文
学
に
お
い
て
日
記
文
学
は
紀
貫
之
が
、
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
自
ら
を
女
性
に
仮
託
し
仮
名
文
を
用
い
る
こ
と
で
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
仮
名
文
に
よ
り
、
紀
貫
之
は
日
記
に
私
的
性
格
を
備
え
、
自
己
を
見
つ
め
る
自
照
性
の
強
い
日
記
文
学
を
作
り
上
げ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
紀
貫
之
の
方
法
は
女
性
の
手
に
よ
る
日
記
文
学
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
初
め
の
作
品
が
『
蜻
蛉
日
記
』
で
あ
る
。
『
蜻
蛉
日
記
』

の
作
者
は
受
領
階
級
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
藤
原
道
綱
母
で
あ
る
。
当
時
右
大
臣
の
三
男
で
あ
っ
た
藤
原
兼
家
と
い
う
身
分
違
い
の
男
性
か
ら
求
婚
さ
れ

て
初
め
は
拒
ん
で
い
た
が
兼
家
と
の
和
歌
の
贈
答
の
結
果
、
心
が
通
い
合
っ
た
も
の
と
思
い
結
婚
し
、
道
長
を
も
う
け
る
が
、
結
婚
生
活
は
苦
悩
に
満
ち

た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
蜻
蛉
日
記
』 

は
上
・
中
・
下
の
巻
か
ら
成
り
、
兼
家
の
求
婚
か
ら
始
ま
り
、
二
十
一
年
間
の
結
婚
生
活
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
一
夫
多
妻
の
制
度
の
な
か
で
、
夫
の
一
途
な
愛
情
を
求
め
つ
つ
も
、
裏
切
ら
れ
傷
つ
け
ら
れ
て
、
や
が
て
は
道
綱
の
成
長
だ
け
を
頼
み
と
す
る
過

程
が
細
や
か
に
描
か
れ
る
。
作
品
の
冒
頭
で
作
者
は
物
語
の
「
そ
ら
ご
と
」
を
批
判
し
、
自
己
の
体
験
に
基
づ
く
真
実
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
決
意
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
作
者
は
、
日
記
を
真
実
を
描
く
も
の
と
と
ら
え
て
お
り
、
『
蜻
蛉
日
記
』
は
自
己
の
内
面
を
凝
視
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

自
己
の
内
面
を
照
ら
し
出
し
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
『
源
氏
物
語
』
の
心
理
描
写
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。 

Ｂ
（
日
本
文
学
専
攻
・
近
代
文
学
） 

〈
出
題
意
図
・
解
答
例
〉 

日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
て
日
本
近
代
文
学
史
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
と
と
も
に
、
文
学
研
究
に
対
す
る

問
題
意
識
の
在
り
方
や
テ
ー
マ
設
定
の
能
力
な
ど
を
問
う
。
日
本
文
学
の
教
育
・
研
究
を
推
進
で
き
る
資
質
の
持
ち
主
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。 

各
作
家
が
果
た
し
た
文
学
史
的
役
割
に
つ
い
て
、
ま
た
は
各
用
語
が
表
す
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
品
名
・
作
家
名
を
挙
げ
な
が
ら
論

述
す
る
。
先
行
研
究
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
者
の
見
解
を
具
体
的
な
根
拠
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。 

Ｃ
（
日
本
語
学
専
攻
） 

一 〈
出
題
意
図
・
解
答
例
〉 

日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
て
日
本
語
学
に
関
す
る
文
法
・
音
韻
・
語
彙
の
専
門
基
本
的
な
知
識
を
問
う
も
の

で
、
提
示
さ
れ
た
術
語
に
関
す
る
内
容
を
学
説
上
の
重
要
な
論
点
を
簡
潔
に
整
理
し
て
述
べ
る
べ
き
設
問
で
あ
る
。 



二 〈
出
題
意
図
・
解
答
例
〉 

日
本
語
・
日
本
文
学
専
攻
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
に
沿
っ
て
日
本
語
学
に
関
す
る
文
字
・
表
記
の
専
門
基
本
的
な
知
識
を
問
う
も
の
で
、
表

記
を
規
則
と
要
素
と
を
備
え
た
体
系
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
と
捉
え
た
際
に
、
文
字
体
系
と
し
て
の
カ
タ
カ
ナ
が
有
す
る
表
記
体
系
内
で
の
位

置
お
よ
び
そ
の
他
の
文
字
体
系
（
平
仮
名
な
い
し
は
漢
字
）
と
の
関
係
性
を
、
具
体
的
な
表
記
の
事
例
と
と
も
に
説
明
す
べ
き
設
問
で
あ
る
。



別府⼤学⼤学院⽂学研究科

史学・⽂化財学専攻

⼊試問題
解答／解答例鱏鲍鱸出題意図



博⼠前期課程：
•⽇本史（中世史）
•⽇本史（近世史）

•考古学
•⺠俗学

・⽂化財保存学
・外国語（英語）

博⼠後期課程：
•⽇本史（近世史）

•考古学









２ ０ ２ ３ 年 度  大 学 院 博 士 前 期 課 程 （ 史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 ） 一 般 入 試  解 答 用 紙  

 
日 本 中 世 史  

 

受 験 番 号   

 

 

【 一 】  

問 １  

（ 解 答 例 ）  

諸 国 百 姓 、 田 稲 を 苅 り 取 る の 後 、 其 の 跡 麦 を 蒔 き 、 田 麦 と 号 し 、 領 主 等 件 の 麦 の 所 当 を 徴 取 す と 云 々 、

租 税 の 法 、 豈 然 る べ け ん や 、 自 今 以 後 、 田 麦 の 所 当 を 取 る べ か ら ず 、 宜 し く 農 民 の 依 怙 と し て 、 此

の 旨 を 存 じ 、 備 後 ・ 備 前 両 国 御 家 人 等 に 下 知 せ し む べ き の 状 、 仰 せ に 依 っ て 執 達 件 の 如 し 、 

             文 永 元 年

（ １ ２ ６ ４ ）

四 月 廿 六 日            武 蔵 守

（ 北 条 長 時 ）

 判 

                                  相 模 守

（ 北 条 政 村 ）

 判 

     因 幡 前 司

（ 長 井 泰 重 ）

殿 

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 古 文 書 を 正 確 に 読 み 下 す 力 を 問 う 。  

 

問 ２  鎌 倉 殿 （ 将 軍 、 宗 尊 親 王 ） 問 ３  （ 関 東 ） 御 教 書  

問 ４  

（ 解 答 例 ） 

 備 後 と 備 前 の 御 家 人 に 命 令 を 伝 達 す る こ と を 命 じ ら れ て い る こ と か ら 、 両 国 内 の 御 家 人 を 統 率 す る

（ 守 護 の よ う な ） 立 場 。 

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 か ら 読 み 取 れ る 人 物 の 地 位 を 考 察

さ せ る 。 単 な る 史 料 読 解 に 留 ま ら ず 、 受 験 者 の 推 察 力 を 問 う 。 

 

問 ５  

（ 解 答 例 ） 

二 毛 作 で 作 ら れ た 作 物 の う ち 、 田 を 刈 り 取 っ た あ と の 麦 に 領 主 ら が 課 税 し て は な ら な い こ と を 命 じ

て い る 。 

（ 出 題 の 意 図 ） 

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 指 定 さ れ た 語 句 を ヒ ン ト に 、 史 料 の 大

意 を 把 握 で き て い る か を 問 う 。 

 

問 ６  備 後  広 島 県  備 前  岡 山 県  



【 二 】  
問 １  

（ 解 答 例 ）  

一 つ 、 喧 嘩 に 及 ぶ 輩 、 理 非 を 論 ぜ ず 、 両 方 共 に 死 罪 に 行 ふ べ き な り 、 将 又 あ ひ て 取 り 懸 く る と い ふ

と も 、 堪 忍 せ し め 、 剰 え 疵 を 被 る に を い て は 、 事 は 非 儀 た り と い ふ と も 、 当 座 穏 便 の は た ら き 、 理

運 た る べ き 也 、 兼 ね て 又 与 力 の 輩 、 そ の し ば に を い て 疵 を 蒙 り 、 又 は 死 す る と も 、 沙 汰 に お よ ぶ べ

か ら ず の よ し 、 先 年 定 め 了 ん ぬ 、 次 い で 喧 嘩 人 の 成 敗 、 当 座 そ の 身 一 人 所 罪 た る 上 、 妻 子 家 内 等 に

か ゝ る べ か ら ず 、 但 し ば よ り 落 行 跡 に お ゐ て は 、 妻 子 其 咎 か ゝ る べ き 歟 、 然 り と い へ ど も 死 罪 迄 は

あ る べ か ら ざ る か 、  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 古 文 書 を 正 確 に 読 み 下 す 力 を 問 う 。  

 

問 ２ 名 称  今 川 仮 名 目 録  家 名  今 川 家  

問 ３ ①  と も が ら  

 

②  は た ま た  ③  あ ま つ さ え  

問 ４  

（ 解 答 例 ）  

Ａ  喧 嘩 両 成 敗 を 定 め 、 私 闘 を 禁 じ る こ と で 国 内 秩 序 を 保 つ た め 。  

 

Ｂ  家 臣 が 他 国 と 勝 手 に 婚 姻 を 結 ぶ の を 禁 じ 、 主 家 へ の 忠 誠 を 確 保 す る た め 。  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 の 大 意 を 把 握 し た う え で 、 各 条 文

の 制 定 目 的 を そ れ ぞ れ 考 察 さ せ る 。  

 

 

【 三 】  

問 １  

（ 解 答 例 ）  

連 々 （ つ ら つ ら ） 面 拝 を 以 っ て 申 入 る 如 く 、 大 友 と 嶋 津 干 戈 の 段 、 然 る べ か ら ず と 存 じ 候 、 所 詮 、

和 睦 せ し む る は 尤 も に 候 、 大 坂 落 着 の 条 、 来 年 は 出 馬 し 、 毛 利 追 伐 せ し む べ く 候 、 其 刻 双 方 別 し て 粉

骨 、 天 下 に 対 し 大 忠 た る べ く 候 、 其 御 心 得 を 成 さ れ 、 伊 勢 因 幡 守 に 仰 せ 含 め ら れ 、 差 下 さ る べ き 事 専

一 に 候 、 恐 惶 謹 言 、  

八 月 十 二 日

（ 天 正 8 年 ）

                     信 長  

近 衛 殿  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 古 文 書 を 正 確 に 読 み 下 す 力 を 問 う 。  

 



【 三 】 続 き  

 

問 ２  

（ 解 答 例 ）  

こ の 時 期 、 大 友 氏 と 島 津 氏 は 日 向 国 の 伊 東 氏 の 処 遇 を き っ か け に 深 刻 な 対 立 関 係 に あ っ た 。 特 に

天 正 六 年 （ 一 五 七 八 年 ） の 耳 川 の 戦 い で 大 友 軍 が 島 津 軍 に 大 敗 し 、 以 後 島 津 氏 が 軍 事 的 優 位 に 立 っ

て い た 。  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 本 文 の 記 載 内 容 へ の 把 握 に 加 え 、

歴 史 的 背 景 に つ い て の 知 識 を 問 う 。  

 

 

問 ３  

（ 解 答 例 ）  

こ の 時 期 信 長 は 、 長 年 争 っ て い た 石 山 本 願 寺 と 和 睦 を 成 立 さ せ 、 次 に 中 国 地 方 の 毛 利 氏 討 伐 に 着

手 し よ う と し て い た 。  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 の 記 載 内 容 を 正 確 に 把 握 で き て

い る か を 問 う 。  

 

問 ４  

（ 解 答 例 ）  

信 長 は 大 友 氏 と 島 津 氏 に 和 睦 し て 自 分 （ 信 長 ） の 毛 利 攻 め に 協 力 す る こ と を 望 ん で い る 。  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 の 記 載 内 容 を 正 確 に 把 握 で き て

い る か を 問 う 。  

 

 

問 ５  

（ 解 答 例 ）  

近 衛 前 久 （ 近 衛 殿 ） は 、 公 家 の 中 で も 島 津 氏 と 縁 が 深 く 、 そ も そ も 摂 関 家 領 島 津 荘 の 領 主 で 、 島

津 氏 は そ の 荘 官 と い う 関 係 に あ り 、 戦 国 期 に も 前 久 と 島 津 義 久 は 親 交 が あ っ た 。 実 際 、 前 久 は 天 正

三 年 に 一 時 薩 摩 へ 下 向 し 長 期 滞 在 し て い る 。 こ の た め 信 長 は 、 中 央 と 島 津 氏 を 繋 ぐ 仲 介 者 と し て 前

久 を 頼 り 、 大 友 ・ 島 津 間 の 調 停 を 託 し た と 考 え ら れ る 。  

（ 出 題 の 意 図 ）  

史 学 ・ 文 化 財 学 専 攻 の ア ド ミ ッ シ ョ ン ・ ポ リ シ ー に 沿 っ て 、 史 料 本 文 の 記 載 内 容 へ の 把 握 に 加 え 、

歴 史 的 背 景 に つ い て の 知 識 を 問 う 。  
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解 答 用 紙

博 士 前 期 課 程 （ 大 学 院 歴 史 学 専 攻 ）

日 本 史 （ 近 世 ）

受 験 番 号

【 一 】

問 １

も っ ぱ ら い え ど も① ⑪

あ い た し な む ご ん じ ょ う② ⑫

ぐ ん い ん い つ ゆ う い わ ん や③ ⑬

こ と に ち ょ う じ④ ⑭

ふ け り と と う⑤ ⑮

ば く え き こ ん い ん⑥ ⑯

も と い む す ぶ⑦ ⑰

は っ と け ん や く⑧ ⑱

と も が ら こ く し ゅ⑨ ⑲

し ゅ う ほ え ら ぶ⑩ ⑳

こ の む ね を あ い ま も る べ き も の な り問 ２

一 六 一 五 年問 ３



-
2

-

福 島 正 則 広 島 城 （ 広 島 ）問 ４ 大 名 の 名 前 居 城 地

大 名 同 士 の 結 婚 は 政 治 的 同 盟 関 係 に な る か ら問 ５

武 家 諸 法 度 は 、 江 戸 幕 府 が 全 国 の 諸 大 名 に 対 し て 出 し た 大 名 統 制 の 基 本 法 令 で あ る 。 元 和 元 年問 ６

（ 一 六 一 五 、 大 坂 夏 の 陣 が 終 わ り 、 豊 臣 家 が 滅 亡 す る と 、 徳 川 家 に 対 す る 反 対 勢 力 は 一 掃 さ れ）

た 。 そ の 結 果 「 黒 衣 の 宰 相 」 と 言 わ れ た 家 康 の 側 近 で あ る 金 地 院 崇 伝 が 起 草 し て 、 元 和 元 年 七、

月 、 二 代 将 軍 ・ 徳 川 秀 忠 の 名 で 武 家 諸 法 度 （ 元 和 元 年 令 ） を 制 定 し た 。 以 後 、 武 家 諸 法 度 は 将 軍

の 代 替 わ り ご と に 発 布 さ れ た 。

【 二 】

今 般 、 私 ど も 村 内 若 者 ど も 、 心 得 違 い に て 毒 を 流 し 魚 を 殺 し 候問 １

こ れ に よ り 、 隠 居 五 右 衛 門 殿 な ら び に 七 左 衛 門 殿 ・ 勘 左 衛 門 殿 相 頼 み 、 お 詫 言 仕 り 候 と こ ろ 、問 ２

ご 勘 弁 く だ さ れ あ り が た き 仕 合 に 存 じ 奉 り 候

右 よ う の 義 は 申 す に 及 ば ず 、 猥 り が ま し き 義 仕 る ま じ く 候 。 こ れ に よ り 、 村 内 一 同 立 ち 合 い 連 印問 ３

一 札 差 し 出 し 申 す と こ ろ 、

乙 父 沢 川 に 毒 薬 を 流 し て 魚 を 殺 し た こ と問 ４

こ う ご問 ５

み だ り問 ６

き っ と問 ７
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よ っ て く だ ん の ご と し問 ８

村 の 若 者 た ち が 心 得 違 い に 毒 薬 を 乙 父 沢 川 に 流 し た が 、 村 役 人 か ら か ら 糾 明 を 受 け て 、 村 の 長 老問 ９

た ち に 仲 介 に 入 っ て も ら い 、 謝 罪 を し た 。 そ の 結 果 、 今 後 は 村 内 で よ く 申 し 合 わ せ て 、 勝 手 に 漁

を し な い よ う に し て 、 若 者 た ち に は 反 省 さ せ る よ う に し た 。

【 三 】

右 三 か 村 に て 橋 掛 け 来 た り 候 と こ ろ 、 近 年 出 水 多 く 、 橋 場 相 定 ま ら ず 難 義 に つ き 、 三 か 村 相 談 の問 １

う え 、 秋 彼 岸 よ り 来 る 春 彼 岸 ま で 橋 掛 け 置 き 、

然 し な が ら 、 掛 け 置 き 候 橋 落 橋 ま で は そ の ま ま 通 用 仕 り 、 落 橋 仕 り 候 わ ば 渡 舟 に い た し た く 、 三問 ２

か 村 に て 相 談 の う え 、

こ の 節 出 金 十 両 、 三 か 村 橋 高 割 に て 割 り 合 い 申 す べ く 候 、 江 戸 遣 い の 義 は 、 一 日 一 人 に つ き 銀 五問 ３

匁 ず つ の 積 り を も っ て 勘 定 仕 る べ く 候 、

し ゅ っ そ問 ４

と り き め問 ５

に ゅ う よ う問 ６

わ り あ い問 ７
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【 四 】

天 下 人 の 豊 臣 秀 吉 が 慶 長 三 年 （ 一 五 九 八 ） に 死 去 す る と 、 日 本 国 内 最 大 の 大 名 で あ る 徳 川 家 康 は 五 大 老

の 筆 頭 と し て 政 治 的 実 力 を 着 々 と た く わ え て い っ た 。 豊 臣 秀 吉 の 後 継 者 で あ る 豊 臣 秀 頼 は ま だ 幼 少 で あ

っ た た め 、 家 康 の 動 向 を 警 戒 し た 、 五 奉 行 の 一 人 で あ っ た 石 田 三 成 は 、 家 康 に 反 対 す る 諸 大 名 に は た ら

き か け て 挙 兵 し 、 慶 長 五 年 （ 一 六 〇 〇 、 美 濃 国 の 関 ヶ 原 で 、 家 康 方 の 軍 勢 と 戦 っ た が た っ た 一 日 で 敗）

北 し た 。 そ の 結 果 、 徳 川 家 康 の 覇 権 が 確 立 し て 、 そ の 後 、 家 康 は 慶 長 八 年 （ 一 六 〇 三 ） に 征 夷 大 将 軍 に

任 ぜ ら れ て 江 戸 幕 府 を 開 い た 。

【 五 】

Ａ
江 戸 時 代 前 期 の 浮 世 草 子 作 者 、 俳 人 『 日 本 永 代 蔵 『 世 間 胸 算 用 『 好 色 一 代 男 』 な ど 元 禄 文 学。 』 、 』 、

を 代 表 す る 作 品 を 出 し た 。

Ｂ
一 〇 代 将 軍 ・ 徳 川 家 治 の 側 用 人 か ら 出 世 し て 老 中 に な っ た 田 沼 意 次 が 幕 府 の 政 治 の 実 権 を 握 っ た 時 代 の

こ と で あ る 。

Ｃ
江 戸 日 本 橋 を 起 点 と す る 五 街 道 の 一 つ で あ る 。 江 戸 か ら 京 都 の 間 に 五 十 三 の 宿 駅 を 置 き 、 東 海 道 五 十 三

次 と 称 し た 。

Ｄ
江 戸 幕 府 の 直 轄 領 の 俗 称 で あ る 。 江 戸 幕 府 の 経 済 的 基 盤 で あ り 、 全 国 に 分 布 し て お り 、 約 四 〇 〇 万 石 で

あ っ た 。

Ｅ
江 戸 幕 府 が 京 都 に 置 き 、 朝 廷 の 監 察 や 西 国 大 名 の 監 視 を お こ な っ た 。 京 都 所 司 代 を 経 て か ら 幕 府 の 老 中

に な る ケ ー ス も 多 か っ た 。





考古学 
問題１ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で考古学を学んでい

く上で必要な考古学における先行研究に関する知識と理解を確認するための問題である。 
A　石製品・貝製品・骨製品などの材質、耳飾り・首飾り・腕輪などの種類、想定される
用途、地域性について触れていること。 

B　石材の種類及び九州であれば立岩・今山などの石材の産地に触れていること。 
C　提唱者である都出比呂志の名及びその理論の内容及び国家形成過程について触れてい
ること。 

D　古代寺院に認められる代表的な法隆寺式などの伽藍配置を挙げられていること。 
E　臨済宗などの鎌倉新仏教と喫茶の文化の伝播と天目茶碗などの茶器の普及について触
れられていること。 

F　野面積みなど石垣の種類を複数挙げ、隅角部の算木積みの時代的変遷について説明し
ていること。 

G　長崎県松浦市における元寇船の発見や海外における調査例、日本は海流が早く調査が
難しい点に触れられていること。 

問題２ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で学んでいく上で必

要な考古学における先行研究に関する知識と理解を確認するための問題である 
A　デンマークの考古学者であること、３次期区分法に触れていること。 
B　留学し、日本に近代的な考古学を紹介した業績や著書『通論考古学』に触れられてい
ること。 

C　人類学者、人類学会（東京人類学会）の創設者であること、彼の唱えたコロボックル
説などに触れておくこと。 

D　研究は多岐にわたるが、主に古墳時代の研究者。『日本装飾古墳の研究』などの著作
に触れていること。また、『日本考古学概論』・『日本考古学用語辞典』・『日本考
古学史』などを著し、考古学の方法論・考古学史をまとめた。 

E　「陶邑窯跡群」出土須恵器の編年を確立した研究者。『和泉陶邑窯の歴史的研究』に
触れておくこと。また、いわゆる「中村編年」の説明すること。 

F　元大阪芸術大学の東洋陶磁の研究者。特に中国、日本の彩釉陶磁を中心に研究を進め
た。『世界陶磁全集』の編纂に参加。 

G　貿易陶磁器研究者。九州歴史資料館を経て、専修大学に着任。当初は、九州の博多や
鴻臚館・大宰府出土の貿易陶磁器研究、後に元青花に関する研究をおこなった。 



問題３ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で学んでいく上で必

要な考古学における各時代の示準遺跡に関する知識と理解及び最新の発掘調査成果に関す
る知識を確認するための問題である 
A　角錐状石器の形態を述べ、帰属する年代、学史的に別府大学の橘昌信教授の提唱した
三稜尖頭器などについて述べるなど用途論などに触れること。 

B　帰属する年代、弥生時代のいつごろのものか、土器の複合口縁などの形態的・紋様的
特徴について触れられていること。 

C　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 

D　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 

E　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 

F　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 

G　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 

H　遺跡の帰属する次期、遺跡の位置、遺構の特徴、出土品について述べられているこ
と。 





民俗学 
問題１ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で学んでいく上で必

要な知識及びテクニカルタームの理解を確認するためのものである。 
⒈ 日本人は海の彼方と山中に現世に対するもう一つ別の世界があると想定している。
「あの世」などと呼ばれ、海の方にある他界を海上他界、山中にある他界を山中他界
とした。山中他界は山岳信仰にもとづき、山中を聖地視し、霊山信仰を基礎となっ
た。いずれの場所も死者の霊が集まる場所とし、仏教の浄土観とも結びつき、発展し
たといわれている。また、これらの他界と現世は近い距離にあり、死者の往来も可能
な場所として受けとめられている。 

⒉ 現世に対する別の世界の概念である。神道では「高天原」「根の国」、仏教における
「極楽」「地獄」、キリスト教における「天国」「煉獄」「地獄」などがある。また、
他界は３つの特徴があるといわれている。第１に他界は、現世とは異質のしばしば逆
の性格をもっているとされている。不死の国、闇の国などである。第2に他界を構成
する要素の多くが、現世の構成要素と同じものとされている。山川草木があるという
ような考えである。そして第3に、現世と他界は相互に関連しあって、不即不離の関係
にあると考えられている。 

⒊ 妖怪は、異様な姿と不思議な力をもった超自然的な存在である。妖怪は共通のイメー
ジがあるが、口頭伝承のみならず、各種の文芸や絵画、芸能の影響を受けて現在の形
になったといわれている。変化は、何かが化けて姿を変えたものである。動物や道具
が年月を経て成るものが多い。妖怪のことを「化け物」というような表現もあるよう
に妖怪と変化も同じ意味で使われることもある。幽霊は人間であったものが人間以外
のかたちをとって出現したものだとされている。また、妖怪は黄昏時に出現し、幽霊
は丑三つ時に出現する。妖怪は場所につき、幽霊は人につくという考えもある。 

⒋ 日本人の宗教観は、日本古来の自然崇拝やシャーマニズム、道教、儒教、仏教などの
宗教者によるもの、そして、それらが彼らの手を離れて民間に残留し集合し生活習慣
として行なわれるものが重なり合って成立している。大陸から分かれて、人が日本に
住むようになったころには、日本独自の自然宗教が発生していたと考えられている。
そこに大陸から道教・仏教が伝来し、日本の宗教の基礎がつくられられた。仏教と自
然宗教が結びつくことにより、山岳信仰が広がる。そして、都市の発達にともない疫
病や大規模災害が起きたことと、陰陽道の発展にともない御霊信仰が生まれた。相次
ぐ戦乱を経て、末法思想が広がり、葬送儀礼が発達する。中世期に惣村が生まれたこ
とにより民衆の祭祀組織が本格的に誕生し、現在のお祭りを支える組織の基礎が出来
上がっていく。江戸時代に入ると、寺檀制度が生まれ、神社においては氏神信仰が整
えられる。明治になると、氏神信仰をベースに国家神道が成立する。太平洋戦争終結
まで、その制度は維持されてきた。これらが重層的に重なり合い、現在の宗教観が出
来たとされている。 

⒌ 怨霊は、人間の霊魂のうちで、特に怨念をもち祟りをする人霊をさし、その祟りが祭



祀などによって鎮められたものが御霊である。菅原道真、崇徳上皇などがその代表的
なものとして知られている。平安時代に定着し、その後、民間信仰として広がって
いったといわれている。御霊信仰の広がりと深い関りがある祭りが京都ではじまった
祇園祭であり、西日本を中心に広く分布している。一方、中部を中心に広がっている
ものが、津島ではじまった天王祭りである。これらの祭りは夏に行なわれ、怨霊によ
る災いとされた疫病の流行や水害の発生を防ぐことを目的とされた。 

⒍ 死亡した父母や祖父母をはじめとする先祖たちの魂や霊を子孫が、特定の場を設けて
供物をささげて祀る信仰である。先祖たちはあまり遠くない所にいて、子孫を見守
り、影響を与えると考えられている。また、毎年、時を定めて子孫の家を訪れてくる
点も特徴とされている。一つがお盆であり、もう一つは正月であるとされている。家
長が中心となり、祀り続けることが重要とされ、そのため、家の永続が希求される。
祀られる先祖の霊は、死後しばらくは個別の存在として認識されているが、年数を経
ると先祖という集合体として受けとめられるようになり、個別の人格が失われていく
のも特徴の一つである。 

⒎ 民具は、民衆が日常生活の必要から製作・使用してきた伝承的な器具・造型物の総称
である。民具研究には、民具の形態や機能、変遷、そして発達などを考えるものがあ
る。出土品や絵巻などに描かれた資料との民具の比較研究、民具に書かれた記銘や彫
刻からの年代研究、聞き取り調査による民具の使用法研究、民具の収集・分類による
系統分類なども行なわれている。 

⒏ 民俗学で行なわれてきた比較研究法の一つである。ある民俗について全国規模や特定
な規模で資料を集め、分類し、類型間の相違から、その民俗の変遷過程を明らかにし
ようとするものである。柳田國男が提案した分析方法である。近年では、全国での比
較研究よりも地域社会や個別事例の詳細分析に重点をおいた研究の方が良いという見
解もあり、両者の良いところを取り入れた研究が進められている。 

問題２ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で学んでいく上で必

要な民俗学における先行研究に関する知識と理解を確認するためのものである。 
⒈ 民俗学の祖とされる。1910年代は『遠野物語』に代表される山人の研究からはじま
り、少数派に属する様々な生業の人々を研究した。雑誌『郷土研究』を通して民俗学
研究の組織化をすすめ、研究体制の基本をつくった。1920年後半に入ると、現実に解
決を迫られている問題に解答を出す学問として民俗学を位置づけようとした。また、
この時期には民俗学の方法論を確立していく試みを行なっている。1940年代以降は、
日本人としての自己認識を促すための研究を行ない、日本人の原点を求める研究に力
を費やした。 

⒉ 柳田國男のもと、民俗学を学んだ研究者の1人である。万葉集の研究者としても知ら
れ、古代日本に関心を持つ、国文学者としても位置付けられることもある。釈迢空と
号した歌人でもあった。これらの知識を活かして、「マレビト」や「妣が国」といっ



た独自の概念を生み出していった。また、民俗芸能研究や沖縄研究を早い時期から行
ない、新しい民俗分野の開拓も行なった。 

⒊ 民俗学、博物学、そして粘菌の研究者としても知られている。また、1920年代に起き
た神社合祀の動きに対して、鎮守の森が減少することを恐れ、自然保護の観点から反
対運動を故郷の和歌山を中心に行なったことでも知られている。彼の民俗学の研究成
果は『十二支考』や『南方随筆』などで読むことができる。南方民俗学ともいわれ、
比較民俗、比較文化論的視点から日本文化を研究し、最終的に人類文化の普遍性を解
明しようとしていた。 

⒋ 女性をめぐる労働・衣食・婚姻・信仰などの民俗を積極的に取り扱った女性民俗研究
のパイオニアである。女性の労働として海に潜って海産物を採取する人々の生活をま
とめた『海女』や、娘組と若者組との関りを書いた『若者と娘をめぐる民俗』、女性
の出産とケガレの関係性を記した『女の民俗誌』などが著作として知られている。柳
田國男の指導のもとはじまった、女性による民俗学の研究会の取りまとめ役を長年続
けた。 

⒌ 日本の財界人で、日本銀行総裁、大蔵大臣を務めた。祖父は渋沢栄一である。若き
頃、柳田國男に出会い、民俗学に関心を持ち、自らの財力を背景に研究者の育成に力
を注いだ。私設博物館であるアチックミューゼアムをつくり、柳田国男以来の民俗学
研究を補完する形で、漁業史・民具学の研究などの分野に力を入れていった。宮本常
一をはじめとする多くの民俗学者に与えた影響は大きい。 

⒍ 民俗学の実践者として、庶民生活の改善と研究に業績を残した。離島振興や観光振
興、そして地域教育などに深い関心を持った。民具研究を本格的にはじめた1人とし
ても知られている。その背景にはフィールドワークを重要視し、渋沢敬三らの援助に
よって、日本各地を実際に見てきた経験が活かされている。そのため、「旅する巨
人」ともいわれている。代表作である『忘れられた日本人』は今も多くの人に読まれ
ている。 

問題３ 
〈出題意図〉 
史学・文化財学専攻のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で民俗学を学んでい

く上で、具体的な問題意識をもっているのか、また、その取り組み方に関してどのような
考えを持っているのか問うためのものである。 





文化財保存学 
問題１ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学科のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で文化財保存学を学ん

でいく上で、必要な文化財保存学における先行研究に関する知識と理解を確認するための
問題である。 
A　文化財保護における歴史的な事件の詳細について理解していることを論述すべき設問
である。 

B　キーワードの事件および法律などが文化財保護に及ぼした影響について理解している
ことを論述すべき設問である。 

問題２ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学科のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で文化財保存学を学ん

でいく上で、必要な文化財保存学における先行研究に関する知識と理解を確認するための
問題である。 
A　文化財における世界遺産の定義について理解していることを論述すべき設問である。 
B　日本における世界遺産の種類および選定基準について理解していることを論述すべき
設問である。 

問題３ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学科のアドミッション・ポリシーに沿って、大学院で文化財保存学を学ん

でいく上で、必要な文化財保存学における先行研究に関する知識と理解を確認するための
問題である。 
A　文化財の保存修復における理念および意味について理解していることを論述すべき設
問である。 

B　文化財の保存修復における注意事項について理解していることを論述すべき設問であ
る。 





外国語（英語） 
〈模範解答〉 
城下町、すなわち家臣の侍や商人、手工業者が集まる城下の町の発展は、課税が可能な
市場や商業組織の成長を促した。しかしながら、大名の権力の基盤は依然として、家臣や
土地に対する支配にあった。人口の大部分は稲作農民であったため、新たな支配者たちは
稲作がおこなわれる河川の流域や海岸の平野部を支配する必要があった。彼らは高地に要
塞を建設したが、地方の領主が失うわけにはいかなかった、生産力の高い平地の流域を、
急峻な天然の要害が支配したのであった。 
足利氏の支配の衰退にともない、細川氏と大内氏というふたつの大名が幕府から中国と
の公的な貿易を引き継いだ。これらの家系は、そのような商的事業を引き受けるのに、地
理的に有利なところに位置していた。彼らの領土的基盤は瀬戸内海地域にあり、そこは古
代以来、国内・国外ともに活発な海上貿易の舞台となっていた。細川氏は瀬戸内海の東端
を支配し、堺の商人の支持を得ていた；さらに西方の領土を支配していた大内氏は、北部
九州の博多港をつうじて活動していた。堺も博多もともに古くから商業港として知られて
おり、室町時代をつうじてその市民は高度な政治的独立性を享受していた。これらふたつ
の「自由都市」から来た人々のあいだの対立関係は、1523年、中国の寧波港における抗
争に発展したが、その戦いが1549年に収束するまでの10年間、公的な対中国貿易を統制
していたのは大内氏であった。 
こうした中国への渡航（1433年から1449年の間に11回おこなわれた）は、日本、とり
わけ堺と博多の町における経済活動を活性化させたが、しかし、日本にとってそれは、今
日における対外貿易のように不可欠なものではなかった。剣、銅鉱石、硫黄、高級木材
（これは東南アジアから再輸出された）といったものが、日本側の最も重要な輸出品で
あった。銅銭は、絹織物や磁器、書籍とともに、中国からの主要な輸入品であった。日本
が独自に十分な量の銭貨を鋳造する以前の時代には、中国の銭貨が一般に用いられてい
た。給料や税の支払い、生産物や土地の売買は、貨幣によって、あるいは貨幣価値に換算
しておこなわれた。通貨の利用は信用取引を容易にし、それはさらに経済活動を活性化さ
せた。 
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日 本 史 博 士 後 期 課 程 受 験 番 号

【 Ⅰ 】 読 み 下 し 文

定 安 土 山 下 町 中

一 当 所 中 楽 市 と し て 仰 せ 付 け ら る る の 上 は 、 諸 座 ・ 諸 役 ・ 諸 公 事 な ど 、 こ と ご と く 免 許 の こ と

一 往 還 の 商 人 、 上 海 道 こ れ を 相 留 め 、 上 下 と も 当 町 に 至 り 寄 宿 す べ し 、 た だ し 、 荷 物 以 下 の 付 け 下 ろ

し は 、 荷 主 次 第 の こ と

一 普 請 免 除 の 事 、 た だ し 、 御 陣 ・ 御 在 京 な ど 御 留 守 去 り が た き 時 は 、 合 力 い た す べ き こ と

一 伝 馬 免 許 の こ と

一 火 事 の 儀 、 付 け 火 に お い て は 、 そ の 亭 主 に 科 を 懸 く べ か ら ず 、 自 火 に 至 ら ば 糺 明 を と げ 、 そ の 身 を

追 放 す べ し 、 た だ し 、 事 の 躰 に よ り 軽 重 あ る べ き こ と

一 咎 人 の 儀 、 借 屋 な ら び に 同 家 た る と い え ど も 、 亭 主 そ の 仔 細 を 知 ら ず 、 口 入 に 及 ば ざ れ ば 、 亭 主 そ

の 科 あ る べ か ら ず 、 犯 過 に 至 る の 輩 は 、 糺 明 を と げ 、 罪 過 に 処 す べ き こ と

一 諸 色 買 物 の 儀 、 た と い 盗 物 た る と い え ど も 、 買 主 こ れ を 知 ら ざ れ ば 、 罪 科 あ る べ か ら ず 、 つ い で か

の 盗 賊 人 引 き 付 け る に お い て は 、 古 法 に 任 せ 臓 物 こ れ を 返 付 す べ き こ と

一 分 国 中 、 徳 政 こ れ を お こ な う と い え ど も 、 当 所 中 、 免 除 の こ と

一 他 国 な ら び に 他 所 之 族 、 罷 り 越 し 当 所 に 有 り 付 き 候 は ば 、 先 々 よ り 居 住 の 者 同 前 、 誰 々 家 来 た る と

い え ど も 、 異 議 あ る べ か ら ず 、 も し 給 人 と 号 し 、 臨 時 の 課 役 停 止 の こ と

一 喧 嘩 ・ 口 論 な ら び に 国 質 ・ 所 質 ・ 押 買 ・ 押 売 ・ 宿 の 押 借 以 下 、 一 切 停 止 の こ と

、 、 、 、一 町 中 に 至 り 譴 責 使 ・ 同 打 ち 入 り の 儀 福 富 平 左 衛 門 尉 ・ 木 村 次 郎 左 衛 門 尉 両 人 に こ れ を 相 届 け

糺 明 の 上 、 申 し 付 く べ き こ と

一 町 並 居 住 の 輩 に お い て は 、 奉 公 人 な ら び に 諸 職 人 た る と い え ど も 、 家 並 役 免 除 の こ と 、 付 け た り 、

仰 せ 付 け ら れ 、 御 扶 持 を も っ て 居 住 の 輩 、 な ら び に 召 し 仕 ら る 諸 職 人 等 は 各 別 の こ と

一 博 労 の 儀 、 国 中 馬 売 買 、 こ と ご と く 当 所 に お い て 、 仕 る べ き の こ と

右 の 条 々 、 も し 違 背 の 族 あ ら ば 、 す み や か に 厳 科 に 処 せ ら る べ き も の な り

天 正 五 年 六 月 日 （ 朱 印 ）

【 Ⅰ 】 現 代 語 訳

安 土 城 下 の 町 中 に 対 す る 定 （ さ だ め ）

一 当 所 中 （ 安 土 山 下 町 ） は 楽 市 と し て 、 織 田 信 長 が 命 じ た 上 は 、 諸 座 ・ 諸 役 ・ 諸 公 事 な ど は す べ て 免

除 す る こ と 。

一 往 還 の 商 人 は 、 中 山 道 を 通 行 せ ず に 、 上 り 下 り と も に 当 町 （ 安 土 山 下 町 ） に 来 て 寄 宿 す べ き こ と 。

た だ し 、 荷 物 以 下 の 付 け 下 ろ し は 、 荷 主 次 第 の こ と と す る 。
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（ ） 。 、 、 、一 普 請 土 木 工 事 役 は 免 除 す る た だ し 織 田 信 長 が 出 陣 し た り 在 京 し て い る な ど 御 留 守 の 時 は

合 力 を す べ き こ と 。

一 伝 馬 役 は 免 除 と す る 。

一 火 事 に つ い て は 、 放 火 の 場 合 は 、 そ の 亭 主 は 罪 を 問 わ れ な い 。 自 火 （ 自 分 の 家 か ら 出 し た 火 事 ） の

場 合 は 、 調 べ た う え で 亭 主 を 追 放 す る 。 た だ し 、 事 の 状 況 に よ り 罪 の 軽 重 が あ る 。

一 罪 人 に つ い て 、 借 屋 な ら び に 同 居 で あ っ て も 、 亭 主 が そ の 仔 細 を 知 ら ず 、 仲 介 を し て い な け れ ば 、

亭 主 に そ の 罪 は な い 。 犯 罪 者 は 、 調 べ た う え で 罪 科 に 処 す る 。

一 い ろ い ろ な 品 物 の 買 物 に つ い て は 、 た と え そ の 品 が 盗 物 で あ っ て も 、 買 い 主 が こ の こ と を 知 ら な け

れ ば 罪 科 に は あ た ら な い 。 次 に 、 そ の （ 品 物 の ） 盗 賊 人 を 逮 捕 し た 場 合 は 、 古 法 に 任 せ て 臓 物 （ 盗

品 ） は 返 却 す べ き こ と 。

一 織 田 信 長 の 分 国 中 で 徳 政 が 実 施 さ れ て も 、 当 所 中 （ 安 土 山 下 町 ） で は 免 除 す る

一 他 国 な ら び に 他 所 の 者 が 、 安 土 山 下 町 に 移 住 し た 場 合 は 、 そ れ 以 前 よ り 居 住 の 者 と 同 様 に し て 、 誰

。 、 。々 の 家 来 と い え ど も 異 議 は な い こ と と す る ま た 給 人 と 称 し て 臨 時 の 課 役 を 課 す こ と は 禁 止 す る

一 喧 嘩 ・ 口 論 、 及 び 、 国 質 ・ 所 質 ・ 押 買 ・ 押 売 ・ 宿 の 押 借 な ど は 一 切 禁 止 と す る 。

一 譴 責 使 が 町 中 に 打 ち 入 り の 時 に は 、 福 富 平 左 衛 門 尉 ・ 木 村 次 郎 左 衛 門 尉 の 両 人 に こ れ を 届 け 出 て 、

調 べ た う え で 申 し 付 け る べ き こ と 。

一 町 並 に 居 住 す る 者 は 、 奉 公 人 、 及 び 、 諸 職 人 で あ っ て も 、 家 並 役 を 免 除 す る 。 織 田 信 長 か ら 命 じ ら

れ て 、 御 扶 持 を も ら っ て 居 住 す る 者 、 及 び 、 召 し 仕 わ れ て い る 諸 職 人 な ど は 例 外 と す る 。

一 博 労 （ 馬 を 売 買 す る 人 ） に つ い て 、 国 中 で の 馬 の 売 買 は 、 す べ て 当 所 （ 安 土 山 下 町 ） で お こ な う こ

と 。

右 の 条 々 に つ い て 、 も し 違 反 す る 者 が い れ ば 、 す み や か に 厳 罰 に 処 す る も の で あ る 。

【 Ⅱ 】 現 代 語 訳

条 々

一 諸 国 の 百 姓 が 、 刀 ・ 脇 指 ・ 弓 ・ 槍 ・ 鉄 砲 、 そ の 他 の 武 具 の 類 を 所 持 す る こ と は 厳 し く 禁 止 す る 。 そ

の 理 由 は 、 必 要 の な い 武 器 を を 持 ち 、 年 貢 や 所 当 （ 雑 税 ） を 滞 ら せ 、 も し も 一 揆 を 企 て 、 給 人 に 対

し て 道 理 に そ む く 行 動 を す る 者 に つ い て は 、 も ち ろ ん 処 罰 す る 。 そ う な れ ば 、 そ の と こ ろ の 田 畑 は

耕 作 さ れ ず 、 領 地 は 荒 廃 す る の で 、 そ の 国 主 ・ 給 人 ・ 代 官 は 右 の 武 具 を す べ て 集 め て 差 し 出 す よ う

に せ よ 。

一 右 の 取 り 集 め た 刀 ・ 脇 指 は 無 駄 に す る の で は な い の で 、 こ の 度 の 大 仏 を 建 立 す る に あ た っ て 、 釘 や

か す が い と し て 使 う つ も り で あ る 。 そ う す れ ば 、 現 世 は 言 う に 及 ば ず 、 来 世 ま で も 百 姓 は 助 か る の

で あ る 。

一 百 姓 は 農 具 だ け を 持 ち 耕 作 に 専 念 す れ ば 子 々 孫 々 ま で 長 く 安 心 で あ る 豊 臣 秀 吉 は 百 姓 を、 、 。 （ ）

哀 れ ん で こ の よ う に 命 じ ら れ た の で あ る 。 誠 に 国 土 の 安 全 と 万 民 の 楽 し み の 基 本 で あ る 。 外 国 で は

堯 帝 の 昔 、 天 下 を 鎮 め 、 宝 剣 や 利 刀 を 農 具 に 用 い た 、 と い う こ と で あ る 。 そ の 旨 を 守 り 、 そ れ ぞ れ

そ の 趣 旨 を よ く 知 っ て 、 百 姓 は 農 業 ・ 養 蚕 に 精 を 出 す べ き で あ る 。

右 の 武 器 は 必 ず 取 り 集 め て 、 差 し 出 す よ う に す る せ よ 。 油 断 し て は な ら な い 。



-
3

-

天 正 十 六 年 七 月 八 日 （ 朱 印 ）

【 Ⅱ 】 こ の 史 料 の 日 本 史 上 に お け る 歴 史 的 意 義

豊 臣 秀 吉 が 一 五 八 八 年 （ 天 正 一 六 ） に 出 し た 刀 狩 令 で は 、 第 一 条 で 、 百 姓 の 武 器 所 持 が 年 貢 の 未 納 に つ

な が る 、 と し て 武 器 の 没 収 を 大 名 ・ 領 主 に 命 じ 、 第 二 条 で は 没 収 し た 武 器 は 方 広 寺 （ 京 都 ） の 大 仏 建 立

に 役 立 て る こ と を 説 き 、 第 三 条 で は 百 姓 が 農 耕 に 専 念 す る こ と が 幸 福 に つ な が る 、 と 説 い た 。 こ の よ う

に 武 器 を 捨 て て 農 業 に 専 念 す る と い う 百 姓 像 か ら 、 兵 農 分 離 政 策 の 一 環 と し て 読 み 取 る こ と が で き る 。

こ の こ と は 同 時 に 、 農 民 の 武 装 解 除 に よ る 一 揆 の 根 絶 を 目 指 し 、 中 世 の 自 力 救 済 （ じ り き き ゅ う さ い ）

を 否 定 し た 点 も 読 み 取 る こ と が で き る 。

【 Ⅲ 】 読 み 下 し 文

貴 札 拝 見 せ し め 候 、 殊 に 御 太 刀 一 腰 ・ 御 馬 一 疋 な ら び に 縮 羅 五 十 端 拝 領 、 畏 み 入 り 存 じ 候 、 は た ま た 御

祝 言 の 儀 、 不 日 御 上 着 た る べ く 候 、 め で た く 長 久 、 貴 意 を 得 べ く 候 、 こ れ ら の 趣 、 御 披 露 に 預 か る べ く

候 、 恐 惶 謹 言 、

【 Ⅳ 】 読 み 下 し 文

そ の ほ う 年 来 の 忠 信 、 祝 着 に 候 、 然 ら ば 本 意 の 上 に お い て 、 諏 方 方 参 百 貫 な ら び に 横 田 遺 跡 上 条 、 都 合

千 貫 の 所 、 こ れ を 進 ら せ 候 、 恐 々 謹 言 、



大学院博士後期課程　入試問題（2025年度２期）　　　考古学

問題１
弥生時代から古墳時代についての玉類の研究史について述べなさい。[１０００字前後]

問題２
蛍光X線分析法と考古学への応用についてのべなさい [１０００字前後]



考古学 
問題１ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻（博士後期課程）のアドミッション・ポリシーに沿って、修士論文

の趣旨により、基本となる弥生時代と古墳時代の遺跡から発見されている勾玉・小玉。管
玉等の基礎知識を問うもので、研究史に沿って整理論述を求めた問題である。 

問題２ 
〈出題意図・解答例〉 
史学・文化財学専攻（博士後期課程）のアドミッション・ポリシーに沿って、修士論文

の趣旨により、その研究方法の基礎となる蛍光X線分析法の基礎知識と考古学への応用に
おける知識を問うものである。 



別府⼤学⼤学院⽂学研究科

臨床⼼理学専攻

⼊試問題
解答／解答例鱏鲍鱸出題意図



修⼠課程：
•基礎⼼理学・臨床⼼理学及鱸関連領域

•外国語（英語）









科目名

専門科目

Ⅰ　

２．出題意図：認知発達理論の理解度␀論理的␂説明力を確認するため。

①「０～2歳」「主␃感覚␀運動を通し⏾世界を理解するこ␀」「物の永続性」を取り上げ説明するこ␀を求め⏾いる。

②「２～７歳」「言語の急速␂発達」「象徴的思考」「見た目␃惑わされる思考」「自己中心的思考」を取り上げ説明するこ␀を求め⏾いる。

③「７～11歳」「具体的␂事物␃限定された論理的思考」「保存の概念」「他者の視点取得」を取り上げ説明するこ␀を求め⏾いる。

④「11歳以降」「抽象的思考」「仮説演繹的思考」「論理的思考」を取り上げ説明するこ␀を求め⏾いる。

Ⅱ

②　A

③　学習心理学の点数の高い個人は，社会心理学の点数が低い　あるいは　学習心理学の点数の低い個人は，社会心理学の点数が高い

④　学習心理学␀社会心理学の点数␃有意␂差は認められ␂い

Ⅲ

２）　出題意図：事例␃応じたテーマや内容設定␃関する臨床的選択を問うため

この回のテーマ：

この回（テーマ）の目的：

セッション内容：

　　　２）　　障害者総合支援法

　　　３）　　合理的配慮

２．　出題意図：福祉領域の法制度␀し⏾、高齢者福祉␃おける介護保険法の目的や対象、要介護認定、サービスの内容␂␁を問うため。

【解答例】介護保険法は、社会全体⏿介護を支える仕組み␀し⏾2000年␃施行された。介護保険制度の保険者は市町村⏿あり、

被保険者は60歳以上の人（第1号被保険者）、医療保険␃加入する40～65歳未満の人（第2号被保険者）⏿ある。

　介護保険の給付を受ける場合は、要介護認定を受ける必要がある。要介護度は、要介護1～5、要支援1～2、自立（非該当）の8段階␃分けられる。

　具体的なサービスは大きく居宅サービスと施設サービスに分けられる。居宅サービスとしては、訪問介護、訪問看護、通所介護、

通所リハビリテーションなどがある。施設サービスとしては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などがある。

Ⅴ

別府大学大学院修士課程（文学研究科　臨床心理学専攻）入学試験　[2025年度　第2期]

①　最頻値（　40　）　，　中央値（　　57.5　　）　，　平均値（　　58.5　）　，　最大値（　85　　）　，　標本数（　10　　）

１．　　（①　　　感覚運動期　　　　）➡（②　　　前操作期　　 　）➡（③　　具体的操作期　　 　）➡（④　　　　形式的操作期　　　　　）

解答例

受験番号

１）　抑う⏼や精神的健康度の測定尺度を挙げれば正解。自己効力感等も正解␀する（例えばBDI-ⅡやGHQ等）。
出題意図：心理検査の知識␀適切␂選択を問うため。

２）動機⏽けの低下，自尊心や自己効力感の低下，適応障害，睡眠障害の可能性␂␁を挙げれば正解␀する。
出題意図：アセスメントのための知識の活用を問うため。

３）生活の様子，睡眠状況，自己評価や将来への不安，家族や友人␀の関係性，動機，目標␀␂るもの，発達歴，これま⏿の類似の状況
等。複数述べられ⏾おりか⏼支援方針␀の⏼␂がり␃言及⏿き⏾いれば正解␀する。
出題意図：体系的␂アセスメントのため␃必要␂知識を問うため。

模範解答
【概説】ロバートポール・リバーマン␃より考案されたSST（社会生活技能訓練；ソーシャルスキルズ・トレーニング）␀は、社会⏿人␀人␀が関
わり␂がら生き⏾いくため␃欠かせ␂いスキルを身␃⏼ける訓練のこ␀。困難を抱える状態をソーシャルスキル（社会技能）␀呼ばれるコミュニ
ケーション技術の面から捉え、その向上␃よ⏻⏾困難を解決しよう␀する治療法⏿ある。SSTは、認知行動療法␀社会的学習理論␃基⏽いたア
プローチ⏿ある
【意義】患者は疾患␃よ⏻⏾長期間社会␀の繋がりが断たれたため、生活技能や自信を喪失し、社会適応が阻害され⏾いる␀考える。再び社
会生活の技能を獲得するプロセスが、SSTのアプローチ⏿ある

長期入院患者␃必要␀思われる内容⏿あれば正答（解答例：買い物、お出かけ、電話のかけ方、話しかけ方、断り
方、季節の食べ物、季節感のある被服調整␂␁）

テーマ␃沿⏻た狙いが書かれ⏾いれば正答（解答例：店員␀のやり␀りを体験する、外出への意欲を高める、自分
から話かけるこ␀を目指す␂␁）

①場面設定、②モデリング、③ロールプレイ、④正のフィードバック、⑤ホームワーク　␃⏼い⏾取り上げ説明す
るこ␀を求め⏾いる。

Ⅳ

１．　１） 　障害者権利条約









別府大学大学院修士課程（文学研究科 臨床心理専攻）入学試験 
解答用紙 

問１ 
  B 

問２ 
 

④ Meditation on the breath 
Slow walking  
Attending to the sensations in our body or the sound around us 

⑥ a confrontation 

問３ 
 

①  マインドフルネスの有益性とあわせて、こうしたアプローチが人気になったのは比較的
短い期間にグループ単位で教えることができるからである。 
 
 
 

⑦ マインドフルネスの主観的な体験と、神経学的研究や効果研究を組み合わせた、より多
くの心理学的研究が求められている。 
 
 
 

⑧ 自己批判的な考えを持つ人を助けることに加えて、そのような考えが生まれる世界を認
識することも重要である。 
 
 
 

問４ 
 

②  The key idea of mindfulness is that some degree of suffering is inevitable in life 

⑤ When people are anxious they generally try to avoid or escape whatever is fearful 

問５ 
 
 

(ア)   C (イ)   A (ウ)   C 

 
 
 

受験番号 
 



別府⼤学⼤学院⾷物栄養科学研究科

⾷物栄養学専攻

⼊試問題
解答／解答例鱏鲍鱸出題意図



修⼠課程：
•栄養学
•⾷品学



 

 

次の栄養学あるいは食品学のいずれか一方の問題を選択して解答しなさい。 

 

栄養学 

 

問 日本における食物アレルギー罹患の現状と疾病に対する国の施策について述べてくだ

さい。さらに患者の食の QOLを維持するために管理栄養士がなすべき支援について、あなた

の考えをまとめてください。 

 

（解答欄） 

アドミッション・ポリシーに準拠し、受験者が研究者、教育者、管理栄養士としての専門性を養う資

質を持つかどうかを問う内容とする。 

【出題意図】 

１．食物アレルギーに関する基本的理解と専門的知識の有無 

２．疾病対策における国の政策的対応と社会制度に関する理解 

３．患者の食生活の質（QOL）向上に向けた専門職としての支援意欲 

４．食物・栄養科学の応用的理解と多職種連携への関心 

５．地域社会・国際社会への貢献意識、ならびに高度専門職業人としての資質 

【解答方法】 

１．食物アレルギーの現状や課題を統計や公的報告に基づいて簡潔に記述する。 

２．国の取り組みについては法制度やガイドラインを引用し、施策の骨子と課題を整理する。 

３．管理栄養士の支援については、科学的視点・社会的視点の両面からの支援策を提示する。 

４．具体的事例や学術文献を引用し、客観性と専門性を高める。 

５．高い社会貢献意識と専門職としての視座を持って記述する。 

【模範解答】 

日本における食物アレルギー罹患の現状と国の施策 

食物アレルギーは、特定の食品摂取によって免疫系が過剰反応を示す疾患であり、小児を中心に

年々有病率が増加している。厚生労働省の「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針

（2020 年改訂）」によれば、学童期で約 5％、乳幼児では 10％近くの有病率が報告されており、ア

ナフィラキシーなどの重篤な反応も一定数存在する。このような状況を受け、国は「アレルギー疾

患対策基本法」（2015 年施行）に基づき、全国的な実態調査、専門医療機関の整備、学校・保育所

における緊急対応マニュアルの普及などを推進している。また、文部科学省は「学校給食における

アレルギー対応ガイドライン」を整備し、児童・生徒の安心・安全な学校生活の実現に努めてい

る。 

食の QOL を支える管理栄養士の支援 

食物アレルギー患者にとって、食物除去は生命を守る重要な手段である一方、栄養不足や食の楽

しみの喪失といった QOL の低下を招くこともある。ここで管理栄養士の果たすべき役割は極めて大

きい。 



 

 

まず、正確な除去食・代替食品の提案と栄養バランスの確保が挙げられる。特に乳・卵・小麦な

ど主要アレルゲンの除去に際しては、成長期の小児に必要なカルシウム・たんぱく質・ビタミン B

群などの摂取確保が課題となる。最新の食品科学の知見を活かし、例えば加水分解技術や加熱処理

によるアレルゲン性低減の研究動向を踏まえた食品提案も、専門職として求められる支援の一つで

ある。 

また、心理的ケアにも目を向けるべきである。食物アレルギーを持つ子どもとその保護者は、

「食べること」への不安から社会活動の制限や孤立を感じることがある。患者・家族との対話や食

育活動、調理体験の提供を通じて、「食べられる楽しさ」や「安心して食べる生活」の再構築を支

援することが、管理栄養士の専門的使命といえる。 

さらに、保育所・学校・給食施設との連携を通じた集団対応の調整、教職員への研修・マニュア

ル整備支援も重要な実務である。地域住民の健康向上に資する栄養支援体制の構築には、行政・教

育機関・医療機関との多職種連携が不可欠である。 

 



食品学 

 

問題 1. ビタミンに関する以下の問いに答えよ。 

（1） 酸化されやすいビタミンを２つ答えよ。 

 

（解答欄） 

ビタミン C ビタミン E 

 

（2）（１）で挙げたビタミンについて、その酸化還元機構をそれぞれ説明せよ。 

 

（解答欄） 

【ビタミン C】 

還元型ビタミン C（L-アスコルビン酸）の酸化には、非酵素的酸化と酵素的酸化がある。 

非酵素的酸化は、空気中の酸素によって起こる酸化である。L-アスコルビン酸は、酸素の

存在下で容易に酸化され、L-デヒドロアスコルビン酸（酸化型ビタミン C）になる。この反

応は可逆的であるため、L-デヒドロアスコルビン酸は生体内でグルタチオンや酸化還元酵素

などによって L-アスコルビン酸に還元される。このサイクルによって、ビタミン C は生理

機能（抗酸化能）を発揮する。ただし、L-デヒドロアスコルビン酸が加水分解された 2,3-ジ

ケトグロン酸は L-デヒドロアスコルビン酸や L-アスコルビン酸に還元されないため、抗酸

化能をもたない。 

 酵素的酸化にかかわる L-アスコルビン酸オキシダーゼは、にんじんやきゅうりなどの食

品に含まれており、植物組織が損傷を受けることで活性化する。この酵素は、L-アスコルビ

ン酸を基質として L-デヒドロアスコルビン酸を生成する。 

 

 

【ビタミン E】 

ビタミン E はトコフェノールとトコトリエノールの 2 種類があり、それぞれにα、β、

γ、δ体の 4 種類が存在するため、計 8 種類の同族体が存在する。ビタミン E の主な生理

機能は、生体膜の酸化抑制であると考えられている。脂溶性のラジカル捕捉剤として機能し、

ラジカルを速やかに消去することで脂質の自動酸化を抑制する。ビタミン E が酸化される

とビタミン E ラジカルが生成されるが、これはビタミン C から電子を受け取ることで還元

され、再び抗酸化物質として機能する。ビタミン Eの生理活性(生体内における抗酸化活性)

は、α>β>γ>δ-トコフェノールの順に強い。一方、トコトリエノールの抗酸化能はトコフ

ェノールより弱い。 



問題 2. 水に関する以下の用語を説明せよ。 

（1） 結合水 

 

（解答欄） 

結合水とは、水分子が水素結合により食品成分と結合したり、食品組織の中の非常に細か

いすきまに閉じ込められたりした水である。そのため、(1) 食品成分の表面に強く束縛され

て運動性をもたない、 (2) 0℃では凍結せず、蒸発もしにくい、 (3) タンパク質、糖質、無

機塩類などの溶質を溶かす溶媒作用をもたない、 (4) 微生物の生育に利用されない、 (5) 化

学変化に関与しない、などの性質を持つ。 

 

 

（2） 水分活性 

 

（解答欄） 

食品の保存性を考える際には、水分含量よりも自由水の割合が重要である。自由水とは、

食品の成分に束縛されず自由に運動できる水のことである。そのため、(1) 0℃で凍結し、乾

燥で蒸発する、 (2) 溶質を溶かす溶媒になる、 (3) 微生物の生育に利用される、 (4) 各種

の化学反応や化学変化に関与し、食品の劣化の原因となる、などの性質をもつ。 

 水分活性 (Aw) は、食品中の自由水の割合を示す指標であり、一定の条件における、純水

の蒸気圧に対する食品の蒸気圧の比として表される。これは、その食品を入れた密閉容器内

の相対湿度の 1/100に等しい。水分活性の値が低いほど自由水の割合が少ないことを表して

いる。 

 

 

題 3. 脂質に関する以下の問いに答えよ。 

（1）不飽和脂肪酸は炭素数が同じでも二重結合の数が多いほど融点が低くなる。その理由

を説明せよ。 

 

（解答欄） 

天然の不飽和脂肪酸の二重結合は、一般にシス型の立体配座をとるため、分子が折れ曲が

った構造となり、分子同士が密に凝集しにくくなる。これにより、分子間力が弱まり、融点

が低下する。二重結合の数が増加すると、分子の折れ曲がりがさらに強くなり、分子間力が

より低下するため、融点は一層低くなる。 



 

（2）油脂の性質を表す指標を１つ挙げ、説明せよ。 

 

（解答欄） 

過酸化物価 

油脂に含まれる脂肪酸のうち、二重結合を有する不飽和脂肪酸は自動酸化を起こすが、そ

の初期段階で生成する過酸化脂質（ヒドロペルオキシドなど）の量を示す値を過酸化物価と

いう。過酸化脂質とヨウ化カリウムを反応させて生じたヨウ素をチオ硫酸ナトリウムで滴定

して得られる、油脂 1 kg に対するヨウ素のミリ当量数を過酸化物価とする。 

 過酸化物価は、油脂の酸化の初期段階における指標であり、酸化後期では過酸化脂質が分

解するため過酸化物価は減少する。 

 

 

 

問題 4. 食品中に含まれる色素を１つ挙げ、説明せよ。 

 

（解答欄） 

古くより、赤シソや紫キャベツの煮汁にお酢を加えると色が変化することが知られている。

この現象は、アントシアニンと呼ばれる化合物によって引き起こされる。アントシアニンは、

果実や野菜などに広く含まれるフラボノイド系色素であり、一般に赤色から青紫色の色調を

呈する水溶性配糖体である。 

アントシアニンの色素成分であるアグリコン（非糖部分）はアントシアニジンと呼ばれる。

食品中からは、ペラルゴニジン、シアニジン、デルフィニジン、ペオニジン、ペチュニジン、

マルビジンの 6 種類が確認されており、それぞれヒドロキシル基またはメトキシル基の置

換様式の違いによって、異なる色調を示す。紫キャベツに含まれるアントシアニン類は、主

にシアニジン系化合物である。 

これらの色素は、水溶液中の pHに依存して可逆的な構造変化を示し、それに伴って呈色

も変化する。酸性条件下では、アントシアニンはフラビリウムイオン型構造を取り、赤色を

呈する。pHが中性に近づくにつれて、プロトンが脱離し、中性のキノイド型構造（以前は

「アンヒドロ塩基」とも呼ばれていた）となり、赤紫色から紫色へと変化する。さらに、ア

ルカリ性条件では、この構造がアニオン化し、青または青紫色を呈するようになる。 

ただし、これらの中性および塩基性構造は水中で不安定であり、加水反応が進行すること

で無色のシュード塩基（カルビノール型）が生成される。そのため、時間の経過とともに色

が薄れ、最終的には無色に近い状態となる。シュード塩基への構造変化は可逆的ではないた

め、アントシアニンによる安定な呈色を維持するためには、pHの制御および共存物質（共

役基、金属イオンなど）の影響を考慮する必要がある。 

 


